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法務 000400003482-01 号 

令和８年５月２９日 

 

 

総務省 総合通信基盤局長 

湯 本 博 信 殿 

 

 

ＮＴＴドコモビジネス株式会社 

代 表 取 締 役 社 長  小 島 克 重 

 

 

 

日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社 

に係る共同調達に関して講ずべき措置の報告について 

 

 

 

 

 貴省からの「日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式

会社に係る共同調達に関して講ずべき措置について（要請）」（総基事第１７５号 令和２

年８月２４日）を受けて、令和７年度における実施状況について別紙のとおり報告いたし

ます。  
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（別紙） 

１．日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る

共同調達指針に基づき講じた措置 

 

（１）共同調達事業者との役員兼任等の禁止に係る措置 

 当社と共同調達事業者である NTT Global Sourcing, Inc.（以下「ＮＴＴ－ＧＳ」とい

う）との間における役員兼任及び在籍出向は行っていません。（令和８年３月３１日時点の

当社及びＮＴＴ－ＧＳの役員一覧は別添１のとおり） 

 

（２）調達情報の目的外利用の禁止に係る措置 

 当社とＮＴＴ－ＧＳとの間で授受する共同調達に係る情報については、ＮＴＴ株式会社、

ＮＴＴ東日本株式会社及びＮＴＴ西日本株式会社（以下「ＮＴＴ等」という）が参照する

ことが出来ないよう、共同調達に係る情報管理システムにおいて、適切なアクセス権を設

定しています（当該情報管理システムにアクセス権が付与されているのは、ＮＴＴ―ＧＳ

及びＮＴＴ等以外のＮＴＴ―ＧＳに調達業務を委託するＮＴＴグループ各社の共同調達業

務に従事する者であり、当社は、令和８年３月３１日時点において、●●名にアクセス権

を設定）。 

 また、共同調達に関する情報について適正な取扱いをすることを、当社と同社との間の

契約書等に規定するとともに、ＮＴＴ－ＧＳから同社の役職員との間の契約書等を取り寄

せ、当該契約書等においても情報の適正な取扱いに係る規定が設けられていることを確認

しています。 

 

（３）共同調達事業者に対する業務委託等の制限に係る措置 

 当社から、共同調達により調達する資材に関連する業務のうち、調達以外の業務（例：

ネットワークの構築、電気通信役務等の営業若しくは契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは

代理又は提供等）をＮＴＴ－ＧＳに対して委託していません。 

 

（４）共同調達事業者における会計の分計及び収支の状況 

当社がＮＴＴ－ＧＳに委託する調達業務について、当社に関する会計が分計され、その

委託費については、調達業務をサービスとして提供している他の企業の提供価格と比較し

ても低廉な水準であり、また、共同調達業務に係るＮＴＴ－ＧＳの収入については、当該

年度におけるＮＴＴ－ＧＳを通じた当社の総調達額に占める当該年度における当社の共同

調達額（当社がＮＴＴ等のいずれか１社以上と共同調達した額）の割合を用いて算定して

いることから、適正な収入で調達業務を実施していることを確認しています。 

 

収入 費用 収支 

●●●●●● ●●●●●● ●●●●●● 

なお、当社がＮＴＴ－ＧＳに委託する共同調達業務に係るＮＴＴ－ＧＳの収支に関して

は、以下のとおり算定しています。 
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（収入） 

当社のＮＴＴ－ＧＳへの委託費※１×ＮＴＴ－ＧＳを通じた当社の共同調達額比率※２ 

 

※１． 当該年度開始前に、当該年度におけるＮＴＴ－ＧＳの調達業務に係る総原価の見込額を基に当該年度におけ

るＮＴＴ―ＧＳへの委託費の総額（ＮＴＴ－ＧＳを通じた調達を行う全社）を算定し、その額を当該年度に

おけるＮＴＴ－ＧＳを通じた調達を行う全社における各調達見込額（共同調達ではない調達分も含む）で按

分して設定するもの 

※２． 当該年度における当社の共同調達額（当社がＮＴＴ等のいずれか１社以上と共同調達した額）/当該年度にお

けるＮＴＴ－ＧＳを通じた当社の総調達額 

 

（費用） 

ＮＴＴ－ＧＳにおける調達業務に係る費用総額×ＮＴＴ－ＧＳにおける当社からの共

同調達に係る収入額比率※３ 

 

※３． 当該年度におけるＮＴＴ－ＧＳの当社からの共同調達に係る収入額/当該年度におけるＮＴＴ－ＧＳの調達

業務に係る総収入額 

 

（５）禁止行為規制等の趣旨の確保に係る措置 

 共同調達の実施にあたり、共同調達業務を担当する可能性のある当社社員（延べ●●名）

に対し、電気通信事業法第２９条の趣旨を確保するための措置として、必要な研修を行っ

ています。 

 なお、令和７年度における受講者数は●●名（実施率：１００％）です。 

 

 

２．総調達額 

 令和７年度における総調達額※については、●●●●●●百万円となります。 

※ 電子計算機及び関連装置、通信装置及び関連装置並びにこれらの情報・通信機器において用いられるプロ

グラムの調達額の総計をいう。  
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（別添１） 

役員兼任状況（ＮＴＴドコモビジネス株式会社） 

 

令和８年３月３１日時点 

役職名 氏名 
ＮＴＴ－ＧＳとの 

役員兼任の有無 

代表取締役社長 小島 克重 無 

代表取締役副社長 金井 俊夫 無 

代表取締役副社長 工藤 晶子 無 

代表取締役副社長 大土 拓 無 

取締役 奥澤 慎哉 無 

取締役（非常勤） 新宅 正明 無 

取締役（非常勤） 鈴木 郁子 無 

取締役（非常勤） 朝倉 薫 無 

取締役（非常勤） 平石 絢子 無 

監査役 太田 修司 無 

監査役 小澤 正憲 無 

監査役 齋藤 晴加 無 
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役員兼任状況（ＮＴＴ－ＧＳ） 

 

令和８年３月３１日時点 

役職名 氏名 
当社との 

役員兼任の有無 

取締役ＣＥＯ David Lee 無 

取締役 前野 貴典 無 

取締役（非常勤） 深堀 桂典 無 

取締役（非常勤） Jürgen Pürzer 無 

取締役（非常勤） 林 貴裕 無 

取締役（非常勤） 永田 貴裕 無 

取締役（非常勤） 辰巳 正憲 無 

 

 


